
 

 

市営住宅等附設駐車場の夜間等の対応【フローチャート】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区役所守衛室 

・通報者名、電話番号確認 

・住宅名確認 

・迷惑駐車の状況確認 

入 居 者 等 

現地対応  ・迷惑駐車の確認 

・使用者の所在確認 

  ※迷惑駐車の状況を写真にとること 

・口頭により警告 

・車両移動を誘導 

・氏名､住所の確認 

・連絡先などの確認 

迷惑駐車の車両に警告書

【様式４】の貼付 

通 報 

迷惑駐車車両の有無の確認 

※ 指定管理者の実施体制に応じて、適宜、補正してください。 

通報者へ対応不可として

状況報告し了解を得る。 

１時間後に再確認して通報

者に状況報告する。 

使用者不明 
使用者判明 

委 託 業 者 
・平日夜間・休日の管理 

区役所守衛室が 

指定管理者に連絡 

スタッフが現地に急行 

管理委託契約 

指定管理者 

指定管理者 

指示 

報告書【様式１】提出（原則として出動の翌日午前８時３０分までに区役所建築課に報告） 


